
農業集落排水施設使用料 Q＆A ………………  どうなるの？  こんなときは？

＝人数制から従量制へ＝

農業集落排水施設使用料の
算定方法が変わります

平成23年

４月から

　
平
成
23
年
４
月
以
降
の
使
用
分
か
ら
公

共
下
水
道
使
用
料
と
同
様
に
、今
ま
で
の
人

数
制
の
料
金
体
系
か
ら
水
道
水
の
使
用
水

量
に
応
じ
た
従
量
制
へ
算
定
方
法
を
変
更

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
は
、平
成
16

年
度
の
５
町
合
併
時
に
各
町
で
異
な
っ
て

い
た
料
金
を
基
本
料
金
と
人
数
割
と
い
う

算
定
方
法
は
そ
の
ま
ま
で
、比
較
的
中
く
ら

い
の
料
金
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

農
業
集
落
排
水
と
公
共
下
水
道
は
、快
適
な

居
住
空
間
の
実
現
と
共
に
公
共
水
域
の
水

質
保
全
な
ど
の
利
用
目
的
が
同
じ
で
あ
り

な
が
ら
、使
用
料
の
算
定
方
法
の
違
い
か
ら

格
差
が
生
じ
て
お
り
、下
水
道
使
用
者
の
負

担
の
公
平
性
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
12
月
議
会
に
お
い
て
、農
業
集

落
排
水
施
設
使
用
料
の
算
定
方
法
見
直
し

に
か
か
る「
甲
賀
市
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」が
可
決

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、変
更
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　
使
用
料
金
は
、従
来
ど
お
り
２
か
月
分
を

ま
と
め
て
奇
数
月
に
請
求
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
な
お
、算
定
方
法
の
変
更
後
の
料

金
徴
収
は
７
月
の
請
求
か
ら
に
な
り
ま
す
。

（
本
年
５
月
の
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　
節
水
に
心
が
け
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

今
回
の
料
金
算
定
方
法
の
改
正
に
対
す
る
、

使
用
者
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
耕
作
目
的
で
農
地
の
権
利（
所
有
権
や
賃
借

権
等
）を
取
得
す
る
場
合
は
、そ
の
権
利
取
得

後
の
農
地
経
営
面
積
が
、都
府
県
で
は
原
則
50

ア
ー
ル
に
達
し
な
け
れ
ば
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が（「
下
限
面
積
」と
言
い
ま
す
）、平
成
21

年
12
月
の
農
地
法
改
正
に
よ
り
、農
業
委
員
会

の
判
断
に
よ
り
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
市
農
業
委
員
会
で
も
、管
内
各
地
の
農
業
事

情
を
踏
ま
え
検
討
を
重
ね
、こ
の
度
、土
山
地
域

の
鮎
河・山
内
両
学
区
に
つ
い
て
、新
規
就
農
を

促
進
し
、農
地
の
有
効
利
用
を
図
る
観
点
か
ら

下
限
面
積
を
30
ア
ー
ル
に
設
定
し
ま
し
た
。

　
施
行
は
３
月
１
日
か
ら
で
す（
受
付
日
で
適

用
）。
な
お
、そ
の
他
の
地
域
は
、従
来
通
り
の

50
ア
ー
ル
で
す
。

農
地
経
営
面
積
を
引
き
下
げ

土
山
地
域
の
一
部
を

「
下
限
面
積
」30
ア
ー
ル
に

─ 

３
月
１
日
か
ら
施
行 

─

廃
プ
ラ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

在
宅
用
医
療
器
具
の

適
切
な
処
分
を

　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
し
て
出
さ
れ
る

ご
み
の
中
に
、注
射
針
な
ど
が
入
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
在
宅
医
療
で
使
用
さ
れ
る
、注
射
針・

注
射
器・点
滴
針
な
ど
、鋭
利
で
感
染
性

の
あ
る
も
の
は
危
険
で
す
の
で
、家
庭

用
の
ご
み
と
し
て
集
積
所
へ
出
さ
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、処
分
の
際
は
、交
付
を
受
け
た

医
療
機
関
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

★守ろう ごみ出しルール★　市指定ごみ袋には、必ず名前を書いて出しましょう。

　使用料は、皆さんの流し
た汚水の量に応じていただ
くことになります。家庭の
排水管から流れ出る汚水の
量を認定するため、次のよ
うな方法に変更されます。

使用状況　　  区別 一　般　汚　水 事業所等汚水

水道水のみ使用 水道使用水量 水道使用水量

井戸水のみ使用 世帯人数１人につき２か月14㎥ 別に認定

水 道 水 と
井戸水併用

１使用月（２か月）の水道水使用水量が上記で算定し
た井戸水のみの認定量（１人につき２か月14㎥）より
少ない場合は井戸水の認定量。また水道水使用水量
の方が多い場合は、使用水量のみを汚水量とします。

別に認定

　井戸水のみを使用し、メーターを設置されずに下水道に汚水を流され
る場合は、世帯人員等による｢人数制｣で汚水量を算定し、使用料を請求
させていただきます。この場合、２か月につき１人当たり14㎥として算
定水量とします。

　水道水使用水量と14㎥×世帯人数で計算した水量とを比較して、どち
らか多い方の水量を認定水量として請求させていただきます。

※井戸水を使用される場合は、届け出が
必要となりますので下水道管理課にご
相談ください。

【改訂】 農業集落排水施設使用料 料金表 （２か月につき）

区　分 基本料金 超過料金

一 般 排 水

汚　水　量 料　金 汚　水　量 料金（1㎥につき）

0～ 20㎥   2,599.80円

21㎥ ～ 040㎥ 139.65円
41㎥ ～ 060㎥ 150.15円
61㎥ ～ 100㎥ 159.60円
101㎥ ～ 200㎥ 170.10円
201㎥ ～ 200㎥ 179.55円

特 定 排 水 1,501㎥ ～ 200㎥ 210.00円
公衆浴場排水 0～ 600㎥ 20,000.40円 601㎥ ～ 200㎥   74.55円

世帯人員 算定水量 使用料金
１人 14㎥ ２,599円
２人 28㎥ ３,717円
３人 42㎥ ５,693円
４人 56㎥ ７,795円
５人 70㎥ ９,991円 

（２か月当たり　消費税込み）

【使用料計算例】
２か月で56㎥の水を使用した場合

◦基本料金（  0～20㎥の分） 
2,599.80円…①

◦超過料金（21～40㎥の分） 
20㎥×139.65円＝2,793.00円…②

◦超過料金（41～56㎥の分） 
16㎥×150.15円＝2,402.40円…③
① ＋ ② ＋ ③ ＝ 7,795.20円 　　 

従って農業集落排水施設使用料は 
7,795円となります。下水道管理課　管理係　☎86-8397　 Fax86-8032問い合わせ

Q いつから算定方法が変わるの？

A平成23年４月１日から変わりま
す。上水道を使用されている場合

は、４月と５月の水道使用量により７月に
下水道の使用料を徴収させていただくこ
とになります。（これまでは前月分と当月
分をその月に請求していました。）

Q 算定方法はどう変わるの？

Aこれまで１か月当たり基本料金
（2,000円／戸）と人数割（300円／

人）でしたが、これからは上水道を使用し
た水量によって料金を算定します。

Q １か月にどのくらい掛かるの？

Aこれまでは人数（家族数）によって
一定でしたが、これからは使用さ

れた水の量によって算定しますので、一概
には決められません。これまでの水道使
用量を一度確認してください。あくまで
上水道を使用された水量で算定します。

Q 使用水量はどうして決めるのか？

A２か月に一度、奇数月に水道メー
ターの検針をさせていただいてい

ます。その上水道の使用水量で決定しま
す。洗車や庭への散水などで水道水を使
用される場合は、節水に心がけてくださ
い。（井戸水のみ、井戸水と併用されている
場合などを除く）

Q 井戸水しか使ってないが？

Aこの場合は、１か月当たり１人７㎥
使用されたものとして算定します。

　たとえば４人家族とすると２か月当た
り ７㎥×４人×２か月＝56㎥を使用水量
とします。（届出必要）

Q 水道と井戸水の両方を使っている
が？

A水道使用水量と井戸水使用水量の、
どちらか多い方を汚水量とします。

（届出必要）

（例）４人家族の場合
水道使用水量50㎥とすると
井戸水使用水量7㎥×4人×2か月＝56㎥で
上水道使用水量を超えるため、汚水量は56㎥

水道使用水量60㎥とすると
井戸水使用水量7㎥×4人×2か月＝56㎥で
上水道使用水量の方が多いため、汚水量は60㎥

Q  農業（育苗や畑）等に多くの水を使
い、下水道に流していない場合は
どうなるの？

A使用された水道水が下水道に流れ
ない場合は、水道配管に子メーター

（個人設置）を設置し、２か月に一度その数
値を報告していただけば、水道検針数値か
ら差し引いた水量を汚水量とさせていた
だきます。
　ただし、子メーター設置や配管費用は自己
負担となり、期間限定でしか使用しない場合
や使用水量が少ない場合は、かえって負担増
となる場合があります。いずれにしまして
も、この場合、申請していただく必要がありま
すので下水道管理課までご相談ください。

Q 上水道が漏水していた場合、減免
はあるのか？

A上水道が地下漏水等の場合、発見が
遅れ水道検針で発見される場合が

あります。この場合、下水道に流れていな
い水ということで、減免が適用されます。
申請が必要となりますので、下水道管理課
までご連絡をお願いします。

◎水道水と井戸水を併用している場合

◎使用水量(汚水量)認定の仕方

◎井戸水のみ使用の場合

区　
　
域

下
限
面
積

土
山
町

　
鮎
河
学
区

　

 （
大
河
原・鮎
河
）

　
山
内
学
区

　

 （
黒
滝・黒
川・猪
鼻

　

  

山
中・笹
路・山
女
原
）

30
ア
ー
ル

右
記
以
外
の
区
域

50
ア
ー
ル

問
い
合
わ
せ

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
６
５
‐
０
７
１
７　
Fax
６
３
‐
４
６
０
１

問
い
合
わ
せ

　
生
活
環
境
課　
廃
棄
物
対
策
係

　
　
　
　
　
☎
６
５
‐
０
６
９
０

　
　
　
　
　
Fax
６
３
‐
４
５
８
２

（消費税込み）
「流行」には のらないで
―予防が大切インフルエンザ―

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
ひ
ろ
げ
な
い
た
め
に

（
か
か
ら
な
い・う
つ
さ
な
い
）

＊ 

人
ご
み
を
避
け
、外
か
ら
帰
っ
た
ら
手

洗
い・う
が
い
を
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

＊ 

適
度
な
温
度・湿
度
を
保
ち
、栄
養
と
休

養
を
十
分
に
と
り
ま
し
ょ
う
。

＊ 

咳
が
出
る
な
ら
マ
ス
ク
を
着
用
し
、咳

エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

　
　

 

か
か
っ
た
か
な
と
思
っ
た
ら
早
め
に

医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
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